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序  背景と目的                                         

 
 
 
 
 

(1) 背景 

埼玉県の森は 12.3 万ha(平成 16 年)、県土の 32％を占める。埼玉県地球温暖化対策地域推

進計画では、森林により34.5万t-CO2の吸収を見込んでおり、このため、今後適切な整備・保

全が必要な森林は 21,100haと推計されている。森林は地球温暖化防止だけでなく、洪水の防

止や渇水の緩和、土砂の崩壊及び土壌流出防止などの公益的機能が期待されている。 

ところで、埼玉県の森林は、人の手が入って維持される人工林が 6 万 ha、県の森林面積の

49％を占めている。昭和39年の木材輸入の自由化以降、国産材需要は8割から2割に激減し、

埼玉県の森林も毎年４０万㎥成長するが、使われるのは5.0万㎥(12.5%、平成16年)にすぎな

い。このため、林業従事者も激減し、森の維持が困難化している。 

かっては近くの森で地域の職人が家を建てていたが、工業化が進んだ住宅生産システムの普

及により埼玉県の森の木は使われなくなり、森とまちの共生関係が崩壊しつつある。 

一方、今回実施した県民対象のアンケート調査では、4分の3に当たる人が「地域の大工・

工務店が作る木の家に住みたい」と回答している。その理由の上位3位は、「住み心地が良い」

「健康に良い」「（地球）環境に良い」という回答であり、イメージされているものは、無垢

の木や漆喰などの自然素材を使った家である。 

このように「木の家」に対するニーズが大きいにもかかわらず、県産木材を使った木の家が

建てられているわけではない。これは、一般消費者の潜在化したニーズが山側の製材所や林業

家に伝わらないため、ニーズが顕在化しないことに大きな理由がある。 

地域の木材を用いて、地域を熟知した建築家が設計し、地域で実績のある大工・工務店が施

工する、健康的で安心・安全な「顔の見える家づくり」に対する、県民の関心は高まりつつあ

り、これを推進するためには一般消費者のニーズを山側に伝え、ニーズにあった生産と流通の

システムを再構築することが必要とされている。 

 

(2) 経緯 

①埼玉の木を使った家づくりに取り組む設計者・工務店のネットワークの活動 

ここ4～5年の間に、埼玉県内には県産材を使った木の家づくりに取り組む木の家ネットワ

ークの活動が活発化し始め、平成16年2月、ＮＰＯ木の家だいすきの会、ＮＰＯ木の家づく

り座談会、埼玉住まいの会設計協同組合の３団体が幹事団体となって、埼玉の木を考える委員

会が発足した。 

埼玉の木を考える委員会には、林業家から工務店まで多彩なメンバーが参加し、「さいたま

の森で、さいたまの木にふれて感じて使ってみる、そしてさいたまの木を考える」の理念のも

と、山と住まいを結ぶイベントとして、伐採見学会をスタートさせた。 

一方、これに先立ち県木材利用推進室の支援のもと、工務店を中心に埼玉県産木材住宅促進
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センターが発足しており、伐採見学会や木の家見学会など県民が森や木の家を実感として体験

できる機会を提供するようになった。 

②「埼玉の木の銀行構想」と「伐り旬の木の家研究会」 

埼玉県木材利用推進室では、こうした動きをふまえ、平成16年度に「木材生産者、木材加

工・流通者、設計者、施工者及び行政が連携して、県民に良質な天然乾燥による県産木材を必

要な時に必要な量を供給するシステム」として、「埼玉の木の銀行構想」を検討していたが、

平成17年2月、これを構想としてまとめ、埼玉の木を考える委員会に提案した。 

ちょうど、これと並行して、ＮＰＯ法人木の家だいすきの会では、「伐り旬の木の家」のコ

ンセプトをまとめ、平成17年3月より、「伐り旬に伐採し天然乾燥した木材を使った木の家づ

くりのシステム」を実証的に検証するため、「伐り旬の木の家研究会」を発足させた。 

期せずして同じような構想を県とＮＰＯが同時期にスタートさせることとなり、今回のＮＰ

Ｏ協働提案推進事業へと結実することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 埼玉の木の銀行（仮称）のイメージ 

 

 
＊埼玉県木材利用推進室より埼玉の木を考える委員会に提案（Ｈ17.2） 
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 (3) 調査の位置づけ 

本調査は、ＮＰＯ協働提案推進事業の一環として、県からＮＰＯ木の家だいすきの会に委託

されたものである。こうした協働提案事業という性格に基づき、さらにこれまでの経緯もふま

えて、県とＮＰＯが対等な立場に立つなかで調査を進めた。 

したがって、本報告書に記載された内容については、必ずしも県の施策・基本方針だけでな

く、ＮＰＯ側からの提案的要素が多く含まれている点にご留意いただきたい。 

 

 (4) 調査の目的 

木材生産者、木材加工・流通者、建築設計者、建築施工者、これらを結ぶ木の家づくりのネ

ットワーク及び行政が連携して、県民に良質な天然乾燥による県産木材などを必要な時に必要

な量を供給するシステムとして、「埼玉の木の銀行構想(仮称)」の構築を検討する。 

このため、以下の２点を目的として、事業を実施する。 

①「埼玉の木の銀行構想(仮称)」をインフラとして「伐り旬の木の家」づくりのモデル構築 

②具体化に向けた推進組織となるプラットフォーム形成の土壌づくり 
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(5) 推進体制 

森と県民を結ぶ「埼玉の木の銀行構想」プラットフォーム形成調査検討会議の構成 

（敬称略、順不同） 

区 分 検 討 会 議 

構 成 団 体 名 

ワ ー キ ン グ 

氏  名（分野等） 

木 材 埼玉県森林組合連合会   
(社)埼玉県木材協会 

(協)フォレスト西川 

秩父中央木材(協) 

秩父林産業(協) 

(協)彩の森とき川 

 栗原知司  （林業） 
 森田 洋 （林業） 

 辻 秀雄  （林業） 
 黒澤 博  （林業） 
 中島直人  （木材） 
 細田義昭  （木材） 
 馬場 崇  （木材） 
 関根 進 （木材） 

高橋喜重郎（木材） 

建 築 

 

 

 

 

(社)埼玉建築士会 

(社)埼玉県建築士事務所協会 

(社)埼玉建築設計監理協会 

さいたま県産木材住宅促進センター 

ＮＰＯ木の家だいすきの会 

ＮＰＯ木の家づくり座談会 

埼玉住まいの会設計(協) 

◎鈴木 進  （コーディネーター） 
 宮越喜彦  （建築設計） 
 小田切博志（建築設計） 

 吉野 勲  （建築設計） 
 松澤静男  （建築設計） 
 大沢 宏  （建築設計） 
 比留間邦洋（建築施工）   

ボラン 

ティア 

ＮＰＯ埼玉森林サポータークラブ          横路美喜緒（ボランティア）  

  

行 政 

（県） 

 ＮＰＯ活動推進課 課長 山本忠史 

 森づくり課      課長 渡辺利夫 
◎木材利用推進室  室長 古賀好一 

 住宅課      課長 吉村直樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 若林祥文 （ＮＰＯ活動推進課 副課長）

 高野 敦  （森づくり課 主幹） 
 平田裕浩  （木材利用推進室 主幹） 
 大河原睦 （森林研究所 専門研究員） 

 原田 浩 （住宅課 主幹） 

 

 

 

 県・木材利用推進室 

        〃 

主幹 寺内盛幸 

主幹  大山 勝 

事務局 木材利用推進室 

      〃 

NPO木の家だいすきの会 

主幹 寺内盛幸

主幹  大山 勝

代表 鈴木 進    

 

※ 検討会議には、関係する団体として、代表者またはその代理者が出席し、ワーキングが行った

作業 の内容を検討・確認する。 

※ ワーキングには、個人として参加し、本調査に関わる実務的な検討作業を行う。 

※ ◎印を座長とする。  
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(6) 事業のスケジュール 

 

 事業実施内容 

平成17年

年9月 
 
 
 
 
 
 

10月  
 
 
 
 
 

11月  
 
 
 
 
 

12月  
 
 
 
 
 

平成18年 

1月 
 
 
 
 
 
 

2月  
 
 
 
 
 

3月 

 

 

 

 

 

 

第１回委員会
10／26

構想推進のための 

検討委員会 
ワーキングの立ち上げ準備 

第２回委員会
第３回ワーキ

 

 

第1回ワーキング
9／22
 
「伐り旬の木の家」 
モデル実験事業 

・生産システムの検討 
・流通システムの検討 
・伐り旬材のコスト分析

0

課題の整理 
第２回ワーキング
11／3
アンケート調査 
①製材所アンケート調査

②県民アンケート調査 

 

先進地視察調査 

・天竜 

埼玉の木の銀行の 
事業モデル構築 

・基本コンセプト 
・基本機能 
・プログラム 

報告書のとりまとめ 
 
ング 
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第1章 構想推進のための課題の整理                           

 
 
 
 
 
 (1) 消費者ニーズから仕組みを再構築する必要性 

今回実施した県民対象のアンケート調査では、回等者130名のうち4分の3に当たる97名

が「地域の大工・工務店が作る木の家」を望んでいる。ところが「木の家」に対するニーズが

大きいにもかかわらず、県産木材を使った木の家が建てられているわけではない。その理由の

一旦は、消費者の潜在化したニーズが山側の製材所や林業家に伝わらない、県産木材の流通シ

ステム・住宅の生産システムに問題がある。 

現在の消費者には、住宅のなかで、何にどれくらい費用をかけるか選択の余地が与えられて

いるとはいえない。一軒の家のコスト配分は消費者にはブラックボックスであるのが実情であ

る。木材の流通過程において、県産木材の価格や取引がよりオープンにされ、一軒の家のなか

で、木材をどこにどれだけ使うか消費者が選択することができれば、県産木材へのニーズは顕

在化するものと考えられる。 

このためには、消費者ニーズから流通システムや住宅の生産システムを再構築するとともに、

ニーズ情報が山側の生産者に円滑に伝わることが重要である。一つのヒントは、今回視察を実

施した天竜の例である。設計者と消費者（建て主）が伴って山側の製材所を訪れ取引が行われ

ており、施主支給による木材で建築工事が行われている。こうした仕組みにより、着実に生産

量を伸ばしてきている。 

 

 (2) 森林再生と木材の付加価値向上 

埼玉県内の素材生産事業者の話しでは、10,000 円／㎥で原木を売却して山主に 5,000 円／

㎥をもどしたとしても、山主は新たに植林し育林する費用をまかなうことができないのが実情

である。現在の原木市場価格からみれば、10,000 円／㎥は決して安い価格ではなく、市場で

処分するためにはさらに値段を下げる必要があり、立木代すらまかなえないような状況になる

場合がある。 

したがって、森林の伐採を森の再生につなげ循環的な仕組みをつくるためには、山側に還元

する仕組みが必要であり、そのためにはまず、木材の付加価値を高める必要がある。 

天竜の例では、「葉枯らし天然乾燥(*)」の導入により 70 年生以上の杉の原木価格を約

30,000円／㎥まで高め、10,000円／㎥を林業家に還元している。 

＊「葉枯らし天然乾燥」：秋から冬場の「伐り旬」に伐採し、数ヶ月山で葉をつけたまま

乾燥させた上、春先に必要な長さに玉切りし（＝丸太にすること）、製材後に水分が

抜けやすいように桟積みして天日により時間をかけて乾燥させる方法。低温で時間を

かけて乾燥させるため、木材本来のいろ・つややねばりがあると言われている。 

県産材の付加価値をつけるため、「埼玉の木の銀行構想」は「伐り旬」の時期に伐採し、「葉

枯らし天然乾燥」した材を提案している。 
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伐り旬とは、9月から翌年の2月頃までの時期で、この時期に伐採した木は水分の吸い上げ

が少なく、虫がつきにくいというメリットがある。伐り旬の時期に伐採し、時間をかけてゆっ

くり乾燥させた木は、「ねばりがある（強度：低温乾燥の効果）」「もちがよい（耐久性：伐り

旬の効果）」「色・つやが良い（淡紅色：葉枯らしの効果）」「心材・辺材の含水率が平均化され、

反りや曲がりが少ない。（葉枯らし効果）」などが期待される。 

 

 市場取引の利点 熊野材 
●（葉枯らし材は）乾燥した材として人気があります。 

柱材や内装用、端柄材として一般材よりも安定的に落札される傾向があります。 

 

葉枯らし乾燥材は、生材に比べて幾分高価に販売できる可能性があり、また、乾燥に伴

う材の軽量化によって集運材コストが低減されることから、注目されつつあります。 

また、消費者ニーズとして高品質乾燥材の利用が増加しており、この葉枯らし乾燥が熊野

地域材のブランド化に向けた、付加価値向上策の一つとなるよう期待しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 品質の管理 

県産材の付加価値を一般消費者や設計事務所、工務店に理解してもらうためには、付加価値

を明確に説明できることが重要である。県民アンケート調査において、木材を選ぶにあたって

重視する点として「強度や耐久性などの品質」が最も重視する点として指摘されている。こう

した点に配慮すれば、強度の発現に影響する含水率、強度にかかわるヤング率や曲げ強度など

のデータが蓄積されて、設計者が消費者に容易に説明可能な環境を作り出すことが重要である。 

伐り旬に伐採し葉枯らしをして天然乾燥させるというプロセスを付加価値として訴えるた

めには、そのプロセスが確実に実施されていることを明示するためトレーサビリティを高める

ことが重要である。現状は、原木市場から丸太を入手した場合、産地表示がされていないもの

が多く、産地を特定する方法は購入者である製材所がおおよそ予想するという方法でしか把握

ができない現状がある。産地の明らかな原木を入手しようとすれば、自主伐採や素材業者から

直接丸太を購入する方法以外にない。また、製材所の段階においても産地別の製品管理がなさ

れていないため、「〇〇産の材料がほしい」という要請に応えにくくなっている。 

また、天然乾燥材はばらつきが多いことが欠点の一つとして指摘され、その解決策として集

成材が採用されるようになった経緯をふまえると、消費者に自然素材の特性をよく理解してい

ただき、多少のばらつきについては、許容するということを前提として、品質管理のシステム

を構築を図る必要がある。 

 

(4) 木材のストックと情報発信 

葉枯らし天然乾燥については、少なくとも伐り旬に伐採してから実際に工事現場にて使用す

るまで最低1年は必要となる。このため、木材流通経路のどこかでこれをストックすることが

必要になる。 
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人工乾燥が主流となりつつある現状では、なるべく在庫を持たず処分する方向に経営のドラ

イブがかかっており、ある意味で天然乾燥材は時代に逆行する試みともいえる。 

しかしながら、今回実施した製材所向けアンケート調査では、「木材の乾燥のためにストッ

クをこころがけている」製材所は７１％に達しており、埼玉県においては天然乾燥への取り組

みの余地は十分に残されていると考えられる。 

ところで、「県産材を使いたいが、どこでどのように入手できるかわからない。」という声は

よく聞く点である。県産木材に関するＰＲ活動が十分でなく、消費者や工務店・設計者がそう

した情報を入手することは一般的に困難な状況にある。こうした状況を改善し、容易に県産材

を見てふれて、手に入れられる場が必要とされている。 

今回視察した天竜では、天然乾燥中の木材を一箇所に集積し、消費者向けの情報発信拠点と

する計画を持っているが、木材ストックは顧客に安心感を与え、顧客開発の重要なツールにな

る点に注目すべきである。 

 

(5) 森林保護と木材利用 

木を使うことが森の保全につながるという認識は、一般的にはそれほど浸透しているといえ

ず、行政等による一層の啓発活動が望まれるところである。 

今回、県民向けに実施したアンケート調査の結果では、ＮＰＯ活動や環境保全活動に取り組

む人を対象としたこともあって、「木を使うことが森の保全につながること」を認識している

人は７６％という高い認知度を示した。しかし、一方で、そうは知りながらも「木の家」づく

りに必ずしもつながっていない、というのが実情であり、「森林を保全したい」という気持ち

を具体的な行動に結びつける仕掛けづくりが必要とされる。 

「埼玉の木の銀行構想」では、ウッドマネーを介在して森林保全活動と県産材の利用促進を

結びつけようという構想を描いているが、そのための情報環境の整備に留意することが必要で

ある。アンケートの際に、森林保護団体の会員から寄せられた以下のような意見は十分に検討

していく必要がある。 

「森林ボランティア活動している自分は上記の件で内容等理解しています。かつ、強い関心

も持ち合わせています。一方地区の方々の話題にはほとんどもぼらないのも事実。情報を流す

側、受ける側のマッチングがうまくいていないのかもしれません。出会いの場のセッティング

に一工夫がほしいところです。」 

 

(6) 顔の見える流通 

現在の家づくりは、コストダウンの要請のなかで、設備で利益を上げるような構造になって

いる。このため、工務店のレベルではなるべく材料費を抑えようとの意識が強く、材木代につ

いてもそのような圧力がかかりやすい。 

一方、消費者が一軒の家づくりのなかで木材費がどの程度の割合となるかについて、全く情

報を持っておらず、木材価格を知ると多くの消費者が「もっと高いと思っていた」という反応

を示すことが多い。今回視察した天竜では木材の販売先として、大工・工務店への直販をおこ

なっており、特に設計者や消費者へのマーケッティング活動に力を入れている。消費者は木材

価格を決して高くないと感じているため、消費者に直接アクセスすることができれば、より付

加価値の高い木材の供給につながる可能性を持つ。 
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第２章 「伐り旬の木の家」モデル実験事業                        

 
 
 
 
 

１．モデル実験事業の概要 
 
(1) 主旨 

平成17年10月22日の伐採見学会で伐採した「伐り旬の木」を使って木の家の建築を希望

する建て主を募集し、伐採から建築までの流れをつくるとともに、そのプロセスを検証してモ

デル構築に資する。 

 

(2) 基本スキーム 

①伐り旬の木とは 

ここで言う伐り旬の木とは、秋に伐採し山で葉枯らし天然乾燥(*)させた木で、春先に玉伐

(*)・一次製材したうえさらに乾燥させ修正挽きし、翌年の梅雨明け着工に使用する。 

＊「葉枯らし天然乾燥」「玉伐り」：6ページ参照 

②伐り旬の木の家とは 

「伐り旬の木」と「漆喰」を基本とする自然素材の家。伐り旬の木をどの程度使用するかは、

建て主の要望に合わせて決定。伐り旬の木以外の構造材については、埼玉県産材を使用。内装

材については、埼玉県内ではスギ、ヒノキ、サワラに限られるので、建て主の好みに合わせて

全国の産地から調達する。 

 

(3) 募集主体 
ＮＰＯ木の家だいすきの会、ＮＰＯ木の家づくり座談会、埼玉住まいの会設計協同組合 

 

(4) スケジュール 
①伐採見学会 平成17年10月22日（土） 

②募集説明会 平成17年10月23日（日） 伐採見学会の翌日 

・各募集団体ごとに県内3会場で実施（所沢、川越、大宮） 

・募集世帯数：３世帯  

 →問い合せ３０件、説明会参加申込１０世帯、説明会参加者６世帯、応募３世帯 

③応募期間 募集説明会から約2週間 

・応募条件：土地の手当てがあること、資金手当ての見通しがあること、県内 

・提出書類：申込書、敷地図、住まいに対する要望・希望シート 

④個別相談・意向確認 平成17年11月中旬 

・各募集団体ごとに実施 

・伐り旬の木の家に関する説明、予算の概算 
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・伐り旬の木をどの程度使用するか見当をつけ、追加伐採が必要ならば伐採計画を立てる。 

⑤正式申込 平成17年12月～ 

・各募集団体ごとに正式申込。 

・事前の計画では、「伐り旬の木」の伐採量に応じて、正式申込時に材木店に申込金を支払う

こととしたが、実際には各団体によって対応が異なる。 

⑥追加伐採 平成17年2月 

・建て主の希望により追加伐採が必要な場合は、伐採計画に基づき追加伐採を実施した。 

⑦葉枯らし 平成17年12月～2月 

・平成17年10月に伐採したものについては、約４ヶ月葉枯らし乾燥を実施。平成18年２月

に伐採したものについては、伐採後直ちに玉伐り。 

⑧平成18年3月玉切り、平成17年4月一次製材予定。 

⑨乾燥・仕上げ加工 

・梅雨明け着工に使用できるよう、5月～7月にかけ乾燥（天然乾燥+人工乾燥）、仕上げ加工。 

 
(5) 広報 

・平成17年9月中旬にプレス発表、これとは別途に全国紙にはたらきかけ。 

・伐採見学会は県広報に掲載。「埼玉の伐り旬の木でつくる家」募集については、全国紙が記

事として取り上げ。 

・「埼玉の木の銀行構想」については、テレビ埼玉が取り上げ、ＮＰＯ木の家だいすきの会が

実施した実験事業による天然桟積乾燥材の現場を取材、平成17年9月3日放映。 

 
 

伐採見学会（平成17年10月22日） 

埼玉テレビの取材、葉枯らし天然乾燥材の前で 

伐採の瞬間 
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２．生産システムに関する検討 
 

今回の実験事業から、浮かび上がってきた生産システム面からの課題を以下に整理する。 

 

 (1) 全て「伐り旬材」でなくても「伐り旬の木の家」か？ 
①伐り旬材が使用できるのは、柱材に限定される 

今回は、素材生産業者が原木市場に出す材として伐採した材を山で押え、葉枯らしにかける

というスキームのため「伐り旬材」は、太さが一定の柱材に限定された。ケーススタディの結

果では、1軒の木の家の材積ベースで伐り旬材が使えるのは約2割にとどまる。 

柱材に限定された理由は、断面の大きな梁材をとることができる立ち木を探すことは手間が

かかり、一箇所の山で建て主の要望にあった木をそろえるのは事実上困難であり、現実的なコ

ストにならないためである。 

 

②建て主の受け止め方 

「伐り旬材を使用できるのは20%が限界」というような情報は、消費者にそれ以外の材の程

度が下がるという不安のようなものを持たれる恐れもある。 

今回の応募者からは、伐り旬材は約2割ということに、疑問は出てこなかったが、その理由

は、建て主が伐り旬材にそれほどこだわっていなかったためである。また、伐り旬材をどの程

度使うかという量的な問題になると、実際のところ、建て主では判断が難しく、設計者が実質

的に判断することになった。 

 

③全て伐り旬材を使うということ 

梁材などの断面の大きな材についても、伐り旬材を供給しようとすれば、ある程、製材所の

段階で、掘り出し物の原木が出てきたところで押さえ、ストックしておくことが必要となる。 

全て伐り旬材を使うことが妥当なのか、どうか。伐り旬材と市場流通材のミックスを良しと

することも検討する必要がある。 

 

 (2) 「伐り旬の木」の付加価値とは一体何か？ 
①県産材と伐り旬材 

今回の応募者は、広報のされ方にも影響された面があるが、伐り旬材よりも、むしろ県産材

ということに反応した。 

さらに、今回、伐り旬材の付加価値を説明することは、思ったより難しいというのが実感で

ある。したがって、埼玉の木の銀行構想（仮称）が扱うものについても、伐り旬材に限定する

よりは、広く県産材としたほうが受け入れやすいように思われる。 

 
②伐り旬に伐ることの付加価値 

伐採には「伐り旬」があることまでは説明できても、建て主にとってどういうメリットがあ

るのか、現状ではデータの蓄積が乏しく説明が難しい。 

徳島のTSウッドハウスでは、丸太として出荷するときの目安を含水率80％として、季節に

よる含水率の変化（夏は高く、冬低い）と天候(夏は太陽エネルギーが大きく、冬は小さい)
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の二つの要素によって葉枯らし乾燥の期間が変わることを明治している。夏伐り（7～8月）：

2ヶ月、秋伐り（9～10月）：3ヶ月、冬伐り（11月以降）：4ヶ月 

このように、地域特性に応じた説明材料が不可欠と考えられる。また、「伐り旬」というこ

とだけで説明するのか、「伐り旬を守った葉枯らし材」という付加価値を説明するのか課題で

ある。 

 

③葉枯らし乾燥＋桟積み天然乾燥の付加価値 

「木は乾燥することにより、強度がでる。」このように、乾燥が木の品質管理の第一の要素

という一般的な説明はできるが、これ以上のつっこんだ説明が現状ではできない。地震への備

えといった意識が高まるなかで、構造材として「丈夫で長持ちする」というような付加価値が

データ的にも証明されていれば消費者への説得力が高まる。 

このためには、データの蓄積が必要であり、また、トレーサビリティを高めることで信頼感

を持たせることも必要である。 

なお、乾燥に対する考え方はばらつきがあり、統一的な見解をつくっていく必要がある。 

例）構造材に関しては高温乾燥は避けたい。原則は天然乾燥。工程の関係で問題があると判

断した場合は、低温乾燥を付加。 

市場流通材でも、基本設計時に構造材を発注するようにして、ある程度の乾燥の時間が

とれれば、短期間の高温乾燥を避けることができる。「伐り旬の木の家」としては、伐

り旬材だけでなく市場流通材についてもこのような方向で進めたい。 

 

④建て主からみた「伐り旬の木」の付加価値（情緒的な面も含めた価値） 

「木の家」の場合、どのような木材を使うかは家づくりの要（かなめ）となる要素であり、

構造的な特性、費用ともに設計上の重大な関心事である。建て主が、設計の初期段階から山に

入って木を手当てすることに「かかわり」、木が育つ環境、場所、育てた人、働く人に触れ、

感じ、大切に思う気持ちを持ってもらうことは重要である。そこから、木の特性など、良いと

ころも悪いところもよく知った上で大切に使ってもらう事につながり、そのことが、ひいては

「地域の森を守りたい」という意識にもつながる。 

 

 (3) 伐り旬材を活かした設計の技術的視点 

①標準材でない設計に合わせて製材をするということを活かした設計のあり方 

設計に合わせた製材をするのと、流通材を利用する場合との大きな違いは、オリジナリティ

と価格である。設計に合わせた製材により、長さや形状をオーダーしたり、木目、曲がりや節

を生かした利用方法もできるようになる。 

たとえば、大黒柱に成り得る大断面柱の長さは６ｍが標準であり、７ｍの物は一般的にはオ

ーダーとなる。また、８角形の柱が欲しい、平角のような扁平柱、曲がりのある梁などもオー

ダーとなるであろう。１本の丸太から欲しい材料を上手く採るにはやはりオーダーしかない。 

一般的には、むやみにオーダーすると、当然コストアップにつながるので、標準品とオーダ

ーとを上手につかい分ける必要があるが、伐り旬材の場合、標準材にない規格でもそれほどコ

ストに差が生じない。 
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②伐り旬材だからこそ可能な設計 

伐り旬材の使用により、オーダーできることでオリジナルなデザインのアピールができる。

この家にしかないもの、建て主の家族のためにのみ造られたものが手に入るため、当然、愛着

度もアップする。 

丸太になる前の状態で木が直接手に入り、思ったような使い方ができる仕組みが本当の付加

価値ではないかという意見がある。 

これを可能とするためには、製材所の段階で原木をストックすることが必要となる。在庫を

持つことは、売れ残りリスクを背負うことになる。注文を受けてから原木を仕入れる仕組みの

ほうが堅実なビジネスであり、経営的には在庫圧縮の要請は強い。したがって、製材所の在庫

リスクを軽減する仕組みが必要になる。設計と製材を一連の工程に組み込んだ一種のサプライ

チェーンマネジメントなども検討する必要がある。 

 

③設計と製材のプロセス管理 

企画設計を元に伐採本数を割り出し、基本設計が終了した時点で玉伐りするという、今回の

プロセス管理の枠組みがどこまで有効か、設計面、製材面、合意形成面など多面的な評価が必

要である。 

特に、特一等材でない化粧材や、桧材を切り旬で用意するためには、様々な原木商や木材コ

ーディネーターの細かな対応が必要となる。今後、伐り旬を拡大していくためには、一時スト

ック材の確保や原木の品質管理について十分検討し、体制を整える事が必要である。 

 

 (4) 設計者の立場からみた木材供給側への要望 

県内の林業地には「手入れが良いから高く売りたい。安いから売りたくない」という意識が

強く感じられるところもあるが、「そうならば買わなくてもよい」と考えるのが、一般消費者

的な考え方である。材価の上下に左右されない、安定的に供給は不可欠な要素であるが、林業

地の事情と一般消費者のニーズにギャップがあるなかで、どう歩み寄るかが課題である。 

また、製材所においても、良いものを一生懸命つくったら必ず売れるということはなく、売

るための努力をいかにするか、消費者の立場にたって考える必要がある。 

木材供給については、供給側の事情が優先され、消費者の立場にたった議論がなされていな

いように感じられる。消費者の立場にたてば、県産材のみで一軒の家の木材をまかなうことは

困難である。杉や桧だけでなく、桜や栗、ならの床材やカウンターなど多種多様な材を建て主

は求める。建て主のニーズにあった木材を全てコーディネートできるワンストップショッピン

グ機能が今後の木材需要喚起の重要な要素になることが予想されるなかで、首都圏という巨大

な市場に位置する埼玉にあっては、自らにないものは、全国の他の産地と連携することにより

補い、消費者のニーズに応えていくという視点があってもよい。 

 

 (5) 品質と価格、トレーサビリティ 

西川材をはじめとする県産材については、近県材と比較して割り高感が否めない。そういっ

た状況のなかで、設計者が県産材を使用しているのは、質と価格のバランスを切り離して考え、

「地域の森の再生のために地域材を使う」というような情緒的な価値に訴えて使っているのが

実情である。したがって、木材の価格が直接、収支に影響する工務店では、積極的に利用され
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ないのが実情と考えられる。 

高く売りたい製造者と安く買いたい消費者との接点は価値と質のバランスで決まるのが一

般常識である。日頃、消費者に直接対面している設計者からは、近県の価格や質を調査し、県

産材については「品質はこのように優れている」というような説明が消費者に対しできれば、

多少の価格の高さは許容される、という声も聞かれる。 

このためにも、品質を定め妥当な金額をはじきだすとともに、品質を証明できるようデータ

の蓄積やトレーサビリティを高めることが必要である。 

 

 
３．流通システムの検討 

 (1) どうしたら県産材が入手できる？ 

エンドユーザーが県産材を使って木の家を建てたいと思っても、どこに相談してよいかわか

らないのが実情である。 

設計者が建て主をつれて見学できるような、県産材や伐り旬材のストックを兼ねた展示場が

必要とされる。設計が始まる段階から建て主・設計者と製材所・素材生産業者・林業家の間で

情報交換があれば、在庫リスクも縮小することができる。 

 

 (2) 材木代の決済 

製材所の在庫リスクを軽減するためには、建て主にも負担を求めるという考え方もある。今

回、山では立木の取得も伐採も現金取引であることを建て主に説明し、その相当額(製品価格

の約5割)を前払金として支払っていただくことを了解してもらった。建て主には、反発もな

く受け入れられた。 

建て主が不安とならない前払い金の取り扱い方法として、今回は、設計がスタートする時点

で工務店との工事請負仮契約を締結、工務店に前払い金を支払い、その前払い金が確実に林業

家、素材業者にわたるよう担保する仕組みとした。 

前払い金というようなかたちではなく、「森林保全ファンド」といった公益性のあるファン

ドへの出資というかたちになれば、木の家づくりと森林保全を結びつける具体的な仕掛けにな

る可能性がある。 
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４．伐り旬材の木材価格の検討 
 (1) 試算の概要 

県産材を使用した木造 2 階建ての「木の家」のモデル設計を行い、木拾い表を作成して木

材価格を積算する。木材価格は、一般仕様と特別仕様の２つの仕様を設定し、それぞれの使

用について柱に伐り旬材を使った場合と市場流通材を使用した場合で比較している。 

一般仕様：４寸角の柱、４寸巾の梁・桁、全て一等材 

特別仕様：５寸角・8 寸角の柱（1 階）、４寸角の柱（2 階）、５寸巾の梁・桁、1 階の柱、

梁・桁は小節、2階は一等材 

積算のモデルは、約３０坪の２階建ての軸組み木造住宅 

 

 (2) 木材価格の検討結果 

構造材の総額は一般仕様で１５５万円、特別仕様で１９５万円である。これらについて、柱

材（構造材の総材積の２割に相当）を伐り旬材で調達すると、それぞれ１６５万円、２００万

円となり、6.5％、2.6％のコストアップである。 

建て主の受けとめ方は、一般的に木材価格が高いと思われているなかで、建築費全体からみ

て木材費用が案外少ないという点と、伐り旬材としてもそれほど大きなコストアップではない

というのが、率直な感想である。 

 

 

 

 

 
表１．木工事費の占める割合（Ｋさんの木の家の事例） 
費目 金  額 構成比 

構造材（柱、梁、土台等） 200万円 10.3% 

仕上げ材、金物等 290万円 14.9% 

木材加工（手刻み＋プレカット）   

造作手間 220万円 11.3% 

木工事費計 710万円 36.5% 

建築費合計 1,940万円 100.0％ 

 

表２．伐り旬の木の価格について（Ｋさんの木の家の事例） 
 Ａ 一般仕様の場合 Ｂ 特別仕様の場合 

木材の仕様内容 ○４寸角の柱、４寸巾の梁・桁 
 
 
○全て一等材 

○５寸角・8寸角の柱（1階） 
 ４寸角の柱（2階） 
 ５寸巾の梁・桁 
○1階の柱、梁・桁は小節 
 2階は一等材 

①全て市場流通材 155万円 195万円 

②柱を伐り旬材AA 
 総材積の約20％ 

165万円 200万円 

＊ 一等材：節のある材、小節：小さな節がまばらにある材、無節：節のない材 
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材

■伐り旬材の木材価格の試算　その１：一般仕様

伐り旬 材積 19.4%
＊当初段階としては柱材のみを伐り旬材とする。

＊梁・桁材等の断面の大きな材をそろえることは今回は困難。

一般仕様

   　通　常　材 一部伐り旬材（ＡＡ） 一部伐り旬材（ＡＡＡ）

No 名　称 樹種 長 幅 厚 数量 単価 金　　額 単価 金　　額 単価 金　　額 摘　要
1 土台 桧 4000 120 120 15 6,900 103,500 6,900 103,500 6,900 103,500 特一等
2 土台 桧 3000 120 120 3 5,200 15,600 5,200 15,600 5,200 15,600 特一等
3 大引 桧 4000 105 105 5 5,300 26,500 5,300 26,500 5,300 26,500 特一等
4 大引 桧 3000 105 105 7 3,970 27,790 3,970 27,790 3,970 27,790 特一等
5 桁・梁 杉 6000 120 240 1 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 特一等
6 桁・梁 杉 3000 120 240 1 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 特一等
7 桁・梁 杉 3000 120 210 4 7,900 31,600 7,900 31,600 7,900 31,600 特一等
8 桁・梁 杉 2000 120 210 1 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 特一等
9 桁・梁 杉 2000 120 180 1 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 特一等
10 桁・梁 杉 4000 120 210 1 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 特一等
11 桁・梁 杉 4000 120 150 1 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 特一等
12 桁・梁 杉 2000 120 150 1 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 特一等
13 桁・梁 杉 4000 120 120 2 4,000 8,000 4,000 8,000 4,000 8,000 特一等
14 桁・梁 杉 3000 120 120 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 特一等
15 桁・梁 杉 4000 120 330 1 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 特一等
16 桁・梁 杉 4000 120 300 2 21,200 42,400 21,200 42,400 21,200 42,400 特一等
17 桁・梁 杉 3000 120 270 1 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 特一等
18 桁・梁 杉 5000 120 240 2 21,500 43,000 21,500 43,000 21,500 43,000 特一等
19 桁・梁 杉 4000 120 240 10 12,900 129,000 12,900 129,000 12,900 129,000 特一等
20 桁・梁 杉 3000 120 240 5 9,600 48,000 9,600 48,000 9,600 48,000 特一等
21 桁・梁 杉 2000 120 240 3 6,000 18,000 6,000 18,000 6,000 18,000 特一等
22 桁・梁 杉 5000 120 210 1 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 特一等
23 桁・梁 杉 4000 120 210 11 10,600 116,600 10,600 116,600 10,600 116,600 特一等
24 桁・梁 杉 3000 120 210 7 7,900 55,300 7,900 55,300 7,900 55,300 特一等
25 桁・梁 杉 2000 120 210 1 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 特一等
26 桁・梁 杉 4000 120 180 1 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 特一等
27 桁・梁 杉 4000 120 210 2 10,600 21,200 10,600 21,200 10,600 21,200 特一等
28 桁・梁 杉 3000 120 210 1 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 特一等
29 桁・梁 杉 4000 120 150 1 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 特一等
30 桁・梁 杉 3000 120 150 1 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 特一等
31 桁・梁 杉 4000 120 120 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 特一等
32 桁・梁 杉 4000 150 240 1 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 特一等
33 桁・梁 杉 4000 120 240 1 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 特一等
34 桁・梁 杉 3000 120 240 2 9,600 19,200 9,600 19,200 9,600 19,200 特一等
35 桁・梁 杉 4000 120 210 2 10,600 21,200 10,600 21,200 10,600 21,200 特一等
36 母屋 杉 5000 120 180 2 14,800 29,600 14,800 29,600 14,800 29,600 特一等
37 母屋 杉 2000 120 180 1 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 特一等
38 母屋 杉 5000 120 120 2 10,200 20,400 10,200 20,400 10,200 20,400 特一等
39 母屋 杉 4000 120 120 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 特一等
40 母屋 杉 3000 120 120 2 3,000 6,000 3,000 6,000 3,000 6,000 特一等
　小　計 109 989,990 989,990 989,990

伐り旬材：山が特定でき、旬に伐った県産材、葉枯らし乾燥＋桟積天然乾燥（一部低温の人工乾燥）
ＡＡＡ　西川林業地の中でも、最も優良な材（落合氏、井上氏、栗原氏の山）
ＡＡ　　原木業者から入手した材で産地の山と伐採時期が特定可能な材、かつ2番玉より上の部分

通常材： 飯能近辺の原木市場で製材所が原木を仕入れ、乾燥、プレーナーをかけた県産材
人工乾燥又は天然乾燥、ただし柱は人工乾燥のみ



材伐り旬 材積 19.4%
一般仕様 ＊当初段階としては柱材のみを伐り旬材とする。

＊梁・桁材等の断面の大きな材をそろえることは今回は困難。

   　通　常　材 一部伐り旬材（ＡＡ） 一部伐り旬材（ＡＡＡ）

No 名　称 樹種 長 幅 厚 数量 単価 金　　額 単価 金　　額 単価 金　　額 摘　要
41 垂木 杉 5000 180 100 2 12,600 25,200 12,600 25,200 12,600 25,200 特一等
42 垂木 杉 4000 180 100 2 7,800 15,600 7,800 15,600 7,800 15,600 特一等
43 垂木 杉 5000 150 100 2 10,600 21,200 10,600 21,200 10,600 21,200 特一等
44 垂木 杉 4000 150 100 2 6,600 13,200 6,600 13,200 6,600 13,200 特一等
45 垂木 杉 5000 120 100 1 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 特一等
46 火打梁 杉 1200 105 105 15 1,100 16,500 1,100 16,500 1,100 16,500 特一等
47 通柱 杉 6000 150 150 8 18,400 147,200 18,400 147,200 18,400 147,200 特一等
48 管柱 杉 3000 120 120 1 3,000 3,000 4,800 4,800 10,300 10,300 特一等
49 管柱 杉 3000 120 120 57 3,000 171,000 4,800 273,600 10,300 587,100 特一等
50 地束 杉 1000 120 120 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 特一等
51 ポーチ柱 杉 4000 120 120 1 4,000 4,000 6,400 6,400 13,700 13,700 小節
52 束 杉 4000 120 120 8 4,000 32,000 4,000 32,000 4,000 32,000 特一等
53 束 杉 3000 120 120 2 3,000 6,000 4,800 9,600 10,300 20,600 特一等
　小　計 102 464,600 575,000 912,300
計 211 1,454,590 1,564,990 1,902,290
消費税 72,730 78,250 95,115

　 合　計 1,527,320 1,643,240 1,997,405
1.00 1.08 1.31

伐り旬材：山が特定でき、旬に伐った県産材、葉枯らし乾燥＋桟積天然乾燥（一部低温の人工乾燥）
ＡＡＡ　西川林業地の中でも、最も優良な材（落合氏、井上氏、栗原氏の山）
ＡＡ　　原木業者から入手した材で産地の山と伐採時期が特定可能な材、かつ2番玉より上の部分

通常材： 飯能近辺の原木市場で製材所が原木を仕入れ、乾燥、プレーナーをかけた県産材
人工乾燥又は天然乾燥、ただし柱は人工乾燥のみ



材

■伐り旬材の木材価格の試算　その１：特別仕様

伐り旬 材積 19.9%
＊当初段階としては柱材のみを伐り旬材とする。

＊梁・桁材等の断面の大きな材をそろえることは今回は困難。

特別仕様

   　通　常　材 一部伐り旬材（ＡＡ） 一部伐り旬材（ＡＡＡ）

No 名　称 樹種 長 幅 厚 数量 単価 金　　額 単価 金　　額 単価 金　　額 摘要
1 土台 桧 4000 150 150 15 10,800 162,000 10,800 162,000 10,800 162,000 特一等
2 土台 桧 3000 150 150 3 8,100 24,300 8,100 24,300 8,100 24,300 特一等
3 大引 桧 4000 105 105 5 5,300 26,500 5,300 26,500 5,300 26,500 特一等
4 大引 桧 3000 105 105 7 3,970 27,790 3,970 27,790 3,970 27,790 特一等
5 桁・梁 杉 6000 150 240 1 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 特一等
6 桁・梁 杉 3000 150 240 1 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 特一等
7 桁・梁 杉 3000 150 210 4 9,700 38,800 9,700 38,800 9,700 38,800 特一等
8 桁・梁 杉 2000 150 210 1 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 特一等
9 桁・梁 杉 2000 150 180 1 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 特一等
10 桁・梁 杉 4000 120 210 1 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 特一等
11 桁・梁 杉 4000 120 150 1 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 特一等
12 桁・梁 杉 2000 120 150 1 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 特一等
13 桁・梁 杉 4000 120 120 2 4,000 8,000 4,000 8,000 4,000 8,000 特一等
14 桁・梁 杉 3000 120 120 1 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 特一等
15 桁・梁 杉 4000 150 330 1 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 小節
16 桁・梁 杉 4000 150 300 2 26,000 52,000 26,000 52,000 26,000 52,000 小節
17 桁・梁 杉 3000 150 270 1 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 小節
18 桁・梁 杉 5000 150 240 2 26,300 52,600 26,300 52,600 26,300 52,600 小節
19 桁・梁 杉 4000 150 240 10 15,800 158,000 15,800 158,000 15,800 158,000 小節
20 桁・梁 杉 3000 150 240 5 11,800 59,000 11,800 59,000 11,800 59,000 小節
21 桁・梁 杉 2000 150 240 3 7,900 23,700 7,900 23,700 7,900 23,700 小節
22 桁・梁 杉 5000 150 210 1 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 小節
23 桁・梁 杉 4000 150 210 11 13,000 143,000 13,000 143,000 13,000 143,000 小節
24 桁・梁 杉 3000 150 210 7 9,700 67,900 9,700 67,900 9,700 67,900 小節
25 桁・梁 杉 2000 150 210 1 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 小節
26 桁・梁 杉 4000 150 180 1 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 小節
27 桁・梁 杉 4000 120 210 2 10,600 21,200 10,600 21,200 10,600 21,200 小節
28 桁・梁 杉 3000 120 210 1 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 小節
29 桁・梁 杉 4000 120 150 1 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 小節
30 桁・梁 杉 3000 120 150 1 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 小節
31 桁・梁 杉 4000 120 120 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 小節
32 桁・梁 杉 4000 240 240 1 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 小節
33 桁・梁 杉 4000 120 240 1 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 小節
34 桁・梁 杉 3000 120 240 2 9,600 19,200 9,600 19,200 9,600 19,200 小節
35 桁・梁 杉 4000 120 210 2 10,600 21,200 10,600 21,200 10,600 21,200 小節
36 母屋 杉 5000 150 180 2 18,100 36,200 18,100 36,200 18,100 36,200 特一等
37 母屋 杉 2000 150 180 1 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 特一等
38 母屋 杉 5000 120 120 2 10,200 20,400 10,200 20,400 10,200 20,400 特一等
39 母屋 杉 4000 120 120 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 特一等
40 母屋 杉 3000 120 120 2 3,000 6,000 3,000 6,000 3,000 6,000 特一等
　小　計 109 1,207,990 1,207,990 1,207,990

伐り旬材：山が特定でき、旬に伐った県産材、葉枯らし乾燥＋桟積天然乾燥（一部低温の人工乾燥）
ＡＡＡ　西川林業地の中でも、最も優良な材（落合氏、井上氏、栗原氏の山）
ＡＡ　　原木業者から入手した材で産地の山と伐採時期が特定可能な材、かつ2番玉より上の部分

通常材： 飯能近辺の原木市場で製材所が原木を仕入れ、乾燥、プレーナーをかけた県産材
人工乾燥又は天然乾燥、ただし柱は人工乾燥のみ



材伐り旬 材積 19.9%
特別仕様 ＊当初段階としては柱材のみを伐り旬材とする。

＊梁・桁材等の断面の大きな材をそろえることは今回は困難。

   　通　常　材 一部伐り旬材（ＡＡ） 一部伐り旬材（ＡＡＡ）

No 名　称 樹種 長 幅 厚 数量 単価 金　　額 単価 金　　額 単価 金　　額 摘要
41 垂木 杉 5000 180 100 2 12,600 25,200 12,600 25,200 12,600 25,200 特一等
42 垂木 杉 4000 180 100 2 7,800 15,600 7,800 15,600 7,800 15,600 特一等
43 垂木 杉 5000 150 100 2 10,600 21,200 10,600 21,200 10,600 21,200 特一等
44 垂木 杉 4000 150 100 2 6,600 13,200 6,600 13,200 6,600 13,200 特一等
45 垂木 杉 5000 120 100 1 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 特一等
46 火打梁 杉 1200 105 105 15 1,100 16,500 1,100 16,500 1,100 16,500 特一等
47 通柱 杉 6000 150 150 1 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 特一等
48 通柱 杉 6000 150 150 6 18,400 110,400 19,800 118,800 45,000 270,000 小節
49 通柱 杉 6000 240 240 1 55,000 55,000 78,000 78,000 108,000 108,000 無節
50 管柱 桧 3000 120 120 1 5,200 5,200 5,200 5,200 10,300 10,300 小節
51 管柱 杉 3000 150 150 1 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 7,150 特一等
52 管柱 杉 3000 120 120 28 3,000 84,000 3,000 84,000 3,000 84,000 特一等
53 管柱 杉 3000 150 150 28 7,150 200,200 7,150 200,200 15,300 428,400 無節
54 地束 杉 1000 120 120 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 特一等
55 ポーチ柱 杉 4000 150 150 1 9,500 9,500 9,500 9,500 20,400 20,400 小節
56 束 杉 4000 120 120 8 4,000 32,000 4,000 32,000 4,000 32,000 特一等
57 束 杉 3000 150 150 2 7,150 14,300 7,150 14,300 15,300 30,600 小節
　小　計 102 637,550 668,950 1,110,650
計 211 1,845,540 1,876,940 2,318,640
消費税 92,277 93,847 115,932
合　計 1,937,817 1,970,787 2,434,572

1.00 1.02 1.26

伐り旬材：山が特定でき、旬に伐った県産材、葉枯らし乾燥＋桟積天然乾燥（一部低温の人工乾燥）
ＡＡＡ　西川林業地の中でも、最も優良な材（落合氏、井上氏、栗原氏の山）
ＡＡ　　原木業者から入手した材で産地の山と伐採時期が特定可能な材、かつ2番玉より上の部分

通常材： 飯能近辺の原木市場で製材所が原木を仕入れ、乾燥、プレーナーをかけた県産材
人工乾燥又は天然乾燥、ただし柱は人工乾燥のみ



 

第３章 「埼玉の木の銀行」の事業モデル構築                      

 
 
 
 
 

１．基本コンセプト 
 
 (1) ねらい 

県産材の付加価値を高め、県産木材の利用推進と森林保全を図ることを基本的なねらいとす

る。このため、以下の仕組みを構築する。 

①県産材の流通システムの一つとして「顔の見える流通（*1）」を確立することを目的に、そのイ

ンフラストラクチャとなる仕組みを構築する。この際、一般消費者のニーズに沿って仕組みを再

構築することを基本的視点とする。 

②県産木材の利用の推進と森林保全を結びつける仕組みとして構築する。 

＊1 ここで言う「顔の見える流通」とは、県産木材の産地の製材所・加工所等の生産者と

設計者・工務店・エンドユーザー等の利用者を直接結びつける流通システムを言う。 

 

(2) 「顔の見える流通」における位置づけ 

第１ステップは、県産木材の産地の製材所・加工所等の生産者と設計者・工務店・エンドユ

ーザー等の利用者を直接結びつける仕組みとして位置づける。 

第２ステップにおいて、県産木材の利用の推進と森林保全を結びつける仕組みを補完して、

森林の伐採と造林、木材の生産・流通・利用を支えるトータルな仕組みとして位置づける。 

 
(3) 基本機能 

「埼玉の木の銀行」は以下の3つの基本機能を有する。 

●情報発信と顧客開発 

●製品開発と品質認証 

●森林再生との連携 
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図 顔の見える流通における、「（仮称）埼玉の木の銀行」の位置づけ 
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２．基本機能の内容                                            
 

(1) 情報発信と顧客開発 

・県内及び東京都内の設計事務所、工務店、建て主を対象に、「県産材を使いたいけれど、ど

こで入手したら良いかわからない。」という声に応える。 

・設計事務所や工務店が建て主を伴って訪れ、木を見ながら計画内容を検討し、木材の調達

をすることができる機会を提供する。 

・木をストックし展示するとともに、県産木材に関する情報を提供する。さらに、建て主に

はつくり手(設計事務所・工務店)情報を提供する。 

・木材コーディネーターが、木材に関する相談に乗るとともに、建て主の要望に合わせて標

準的な木材だけでなく、樹種、寸法、品質の木材の調達を支援する。 

・定期的なイベントの開催や県産木材情報を提供する。 

 
(2) 製品開発と品質認証 

・県産木材の付加価値を高めるため、この地域にあった伐り旬伐採、葉枯らし乾燥、天然桟

積み乾燥等の技術の確立、品質等に関するデータの継続的な計測、コスト低減のための生

産工程の開発などを製材所・加工所とともに行う。 

・県産木材の生産者(林家)、生産地(所在地、環境)、樹種・樹齢、伐採日、伐採者、出材日、

出材者、葉枯らし期間、丸太の出荷日、製材者、製材日、乾燥の方法、乾燥工程、加工者

等のトレーサビリティを把握し、品質認証を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「伐り旬の木」の開発 県産木材の付加価値を高める取り組みの方向 
 
 

(1)「伐り旬の木」とは 
・ 旬に伐採する 9月～2月 
・ 葉枯らし乾燥を数ヶ月したのち、玉伐りする。 
・ 製材後、桟積みの天然乾燥をかけ、修正挽きし、伐採から約 1 年後以降に使用。時間を
かけてゆっくり乾燥させる。 

(2)「伐り旬の木」の付加価値として考えられる点 
    25年で建替える耐久消費財としての住宅でなく、住み継がれる「長持ちする住宅」 

・ ねばりがある（強度 低温乾燥の効果） 
・ もちがよい（耐久性 旬伐りの効果） 
・ 色・つやが良い（淡紅色、葉枯らしの効果） 
・ 心材・辺材の含水率が平均化され、反りや曲がりが少ない。(葉枯らしの効果) 

(3)「伐り旬の木」を使う利点 
・ 設計にあわせた製材 
・ 市場流通材（標準材）では得られない設計の可能性の拡大 
・ エンドユーザーへのアピール 
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(3) 森林再生との連携 「森林再生ファンド＝ウッドマネー」 

・「森林再生ファンド（ウッドマネー）」は、森林保全と木の家づくりを資金の面で結びつけ

る仕組みとして構築する。 

・「伐り旬の木」などの県産材を使った家づくりを希望する建て主は、「森林再生ファンド（ウ

ッドマネー）」を購入し、一定の償還期間を経過した県産木材の購入費にあてることができ

る。 

・「森林再生ファンド（ウッドマネー）」は、民間資金と合わせて、伐採後の造林が担保され

た県産材を扱う製材所、木材加工所の融資にあてる。 

・配当の一部は、森林保護活動等のための基金に寄付をする。 

 
 
 
 

図 「(仮称)埼玉の木の銀行」事業モデルの将来像 
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３．段階的な立ち上げプログラム                                       
 

(1) 第１ステップ：県産木材の展示販売拠点の立ち上げ 

・県産木材のストックと展示、販売 

・県産木材の情報提供、イベント開催 

・県産木材に関する相談、コーディネート 

 
(2) 第２ステップ：製品開発と品質管理システムの整備 

・伐り旬の木をはじめとする県産木材のトレーサビリティの確保 

・木材の規格化と特注システムの整備 

・県産木材の品質データの蓄積 

 
(3) 第３ステップ：森林再生ファンドの立ち上げ 

・伐採造林契約などの森林再生担保の仕組み 

・行政の支援の仕組み 

・森林保護団体との連携の仕組み 

・ファンド組成の仕組み 
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■県産木材展示販売のための拠点施設(参考イメージ) 

 
■こんな施設です 
①県内または都内の工務店・設計事務所・建て主が県産材を直に見て入手できる場です。 
②県内の森林地帯等で県内または都内からアクセスしやすい場所にあります。 
③複数の製材所・木材加工所の本支店・営業所、共同展示場・ストックヤード、共同受付・応接・

会議室、駐車場などからなる施設です。 

 
■工務店・設計事務所・建て主には．．．． 
①工務店・設計事務所は建て主を伴って、県産木材を直に見ながら、家づくりのイメージを膨ら

ませることができます。木材に関する相談にも応じてもらえます。 
②たくさんの製材所・木材加工所の多様な情報が一つの場所で入手でき、その場で木材の調達の

相談及び依頼が可能です。 
③製材所の特徴をよく知った木材加工所の木材コーディネーターに頼んでおけば、複数の製材所

の木材をアレンジし、標準的な木材だけでなく寸法や樹種、品質等の特徴ある木材の調達も可

能になります。 
④登録しておけば定期的なイベントや資材の情報が送られてきます。 
 
■事務所を開設した製材・木材加工所には．．．． 
①事務所、ストックヤード、展示スペースを賃貸することができます。 
②共同受付、応接、会議室などを利用できます。 
③広報、販売促進活動などの営業機能を共有化でき、少ないコストで効果を得ることができます。 
④加工機材、運搬機材のレンタルやリースができます。 

 
 

 
工務店・設計
者・建て主 
(県内・都内) 

 情報入手 
相談 
木材調達 

県産木材展示販売拠点施設 

賃貸 製材所 

展示販売センター事務所 
・共同受付、共同応接スペース・会議室 
・情報提供、相談、イベント等の販促活動 
・加工機材、運搬機材のレンタル、リース 
・事務所・展示場・ストックヤードの賃貸 

営業所 
オフィス 

賃貸 木材加工所 支店事務所 
オフィス 

賃貸 製材所 

 
共同展示場 

共同ストックヤード 
共同作業場 

本店 
オフィス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

第４章 今後の展開 「県産木材展示販売実験事業」の提案                   

 
 
 
 
 

(1) 実験事業のねらい 

・消費者向け、設計事務所・工務店向けに県産木材の展示販売等の実験事業を行い、県産木

材展示販売拠点施設の事業可能性、関係各主体の役割分担等を検証する。 

(2) 事業期間 

・平成18年4月～11月の8ヶ月 

(3) 関係者の役割 

・実験事業の段階は、当該事業への参加者が既存施設を無償で提供する。本格的事業化の段

階では、製材所・木材加工所と賃貸借契約を締結する。 

・製材所は、運搬費用等を負担し、伐り旬材をストックして自己責任において管理する。 

・木の家 NPO 等（設計者、施工者等）は、イベント等の販促活動に関する役務を無償にて提

供する。 

・関係者は実行委員会（プラットフォーム）を立ち上げ、事業の管理と評価を行う。 

(4) 実験事業の内容(例) 

①「伐り旬の木の家募集事業」テーマ：スローな家づくり（消費者向けイベント） 

・遊休土地建物所有者、木の家NPO等、製材所の有志でプロジェクトチームを構成 

・伐採見学会＋葉枯らし現場見学＋伐り旬材ストック場の視察 

・平成18年4月広報、秋に伐採、施工は翌年梅雨明け以降  

②「県産材情報発信事業」（一般の設計者・工務店向け情報発信） 

・製材所等を中心に推進 

・利用可能な県産材のデータベース作成、ホームページ等による情報発信、ダイレクトメー

ルでの情報発信 

・木のトータルコーディネート相談の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
遊休土地・建物
所有者 
・土地、建物の
無償提供 

 

 

県産木材展示販売実験事業 
〇伐り旬材のストック 
〇情報提供・相談事業 
〇イベント等の販促活動 
〇ニーズ調査 

 

製材所・木材加工所 
・伐り旬材の提供 
・輸送費用負担 

木の家NPO等 

・役務の無償提供

実験期間：平成18年4月～11月 
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平成17年度ＮＰＯ協働提案推進事業 

森と県民を結ぶ「埼玉の木の銀行構想」プラットフォーム形成調査報告書  平成18年2月 
 

 

問い合せ先 ●特定非営利活動法人木の家だいすきの会 

       〒359-1116 埼玉県所沢市東町11-1-1704 

      TEL 04-2926-6045 http://www.kinoie.org/ 

      ●埼玉県農林部木材利用推進室 

       〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 

       TEL 048-830-4320 http://www.pref.saitama.lg.jp/A06/B300/



関連報道記事 

 
 
 
 

□ 日刊建設新聞 平成 17年 8月 26日 

「県・NPO協働提案事業「テーマ提案」部門 木の家だいすきの会に決定」 

□ 埼玉テレビ 平成 17年 9月 3日 

「週間彩の国ニュース 埼玉の木の銀行構想」 

□ 朝日新聞 平成 17年 10月 14日 

「県産材でつくる木の家はいかが」 

□ 日刊木材新聞  平成 18年 2月 15日 

「地域材を使った木の家づくりで産地と消費地グループが交流」 

□ 朝日新聞 平成 18年 3月 9日 

  「木の銀行動き出す 官民連携・消費者と林業家を仲介」 

□ NHKラジオ 平成 18年 3月 15日  

  「首都圏情報 埼玉の木の銀行構想」 

□ 日本経済新聞 平成 18年 4月 8日 

  「国産材の家を建てる」 

□ 朝日新聞 平成 18年 4月 9日 

  「県産材を使って建てる家 限定３世帯で募集」 

□ International Herald Tribun／The Asahi Shimbun   April 11,2006 

  “Group looking to boost sales of local timber” 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Internal Herald Tribune／The Asahi Shiｍbun  Tuesday, April 11, 2006 
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